
令和8年1月26日

白子町長緑川輝男様

住所 白子町中里 5034番地 15

氏名 市民オンブズマンの会白子

連絡先

公開質問状

元職員への給与返還について、下記の通り質問しますので、令和8年1月28日ま

でに文書にて回答を求めます。回答はまとめることなく、各項目についてご回答いた

だくようお願いします。本質問及び回答は当会ホームページ等に公開する予定です

ので、予め申し添えます。

尚、今回の公開質問状は令和8年1月19日に白子町民（名前秘匿希望者）より緑川

町長宛て意見箱に投稿されたもので即日、企画財政課長、総務課長両名が質問状

受信を確認済みです。その後本日に至るまで白子町から一切の回答が無いことに疑

問を抱いた白子町民より市民オンブズマンの会白子の公開メールアドレスに連絡を

いただいた内容と全く同一内容です。

上記事実は令和8年1月23日、企画財政課長、総務課長に市民オンブズマンの会白

子会長自身が訪問・面談し、全て事実であることを確認済みです。既に緑川町長と協

議済みとのことであり回答希望期限までの回答を強く求めます。

記

1．件名（表題） （必須、 50文字以内）

元職員への給与返還について

2.内容（必須、2000文字以内）

オンブズマンのホームページを拝見しました。

そこには、前町長が「業務をほとんど行っていなかった職員」に対して求めていた給与

返還について、緑川町長が「返還を求めなくてよい」と判断した、という内容が記され

ていました。

この内容を知り、町民の一人として強い疑問と憤りを感じています。

率直にお尋ねします。

①なぜ、仕事をほとんどしていなかった職員に対して行われていた給与返還の措置

を、取り消したのですか。

その判断に至った事実認識と理由を、具体的に説明してください。

町民が納めた税金を、町長は何だと考えているのでしょうか。
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それが自分のお金ではないからこそ、このような判断ができるのではないかと、疑わ

ざるを得ません。

②もし本当に「返還を求めなくてよい」という判断が正しいというのであれば、その原

資は町民の税金ではなく、判断に関与した町長や職員自身の給与から補填されるべ

きではありませんか。

③仕事をしていなかった期間の給与まで、なぜ町民の税金で負担しなければならな

いのですか。

その合理性を、町民が納得できる形で説明してください。

さらにお尋ねします。

④この件について、再び裁判となっていうようで、また弁護士費用など、いったいいく

らの無駄な税金を支出することになるのですか。

⑤仮に裁判となった場合、町としては仕事をしていなかった事実を認めながら「給与

支払うぺき、支払うことが正当である」と主張するつもりなのですか。

あまりに非常識な判断ではないでしょうか。

⑥これでは、かつて「罪を憎んで人を憎まず」などという理解不能な理由で、横領した

職員を処分しなかった林元町長の時代に逆戻りしたと言われても、反論できないので

はないですか。

⑦再発防止策として、事件発覚後どのような対応をしているのでしょうか。

町長自身の言葉で、町民に対してきちんと説明してください。

また、この事実を隠すことなく、公表し、説明責任を果たしてください。

この重大な不祥事について、個別の返信にとどめるのではなく、町の広報やホームペ

ージ等での正式な公表を強く求めます。

不祥事を覆い隠すのではなく、速やかに住民に説明すべきです。

このような対応が許されるのであれば、真面目に働いて納税するのがあまりにバカら

しくなります。

あなたたちにとって126万円という金額は、簡単に判断を撤回する、その程度の金額

なのですか。

事なかれ主義と隠ぺい体質が今なお改まっていない白子町の現状に、心底失望して

います。

3.町からの回答
回答を希望する

4氏名 (50文字以内）

一5.ふりがな (50文字以内）
6郵便番号（半角英数、 8文字以内）

一7．住所 (100文字以内）
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白子町

8,電話番号（半角英数、 13文字以内）

9性別•• 10年齢• 11.メールアドレス
ombuds.shirako@gmail.com 

12．ホームページ掲載の可否

ご意見の要旨を個人情報を特定できないようにした上で、町のホームページに公表

することを望みますか？

望む

付記

白子町民から緑川町長への意見箱に（上記内容の）質問状投稿（令和8年

1月19日）後、既に8日経過したにも関わらず、意見箱で受信した旨の連絡

すら返信せず、沈黙を継続している不誠実な行政対応の理由についても緑

川町長の真摯な回答を求めます。

以上
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